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名称 施設名 区分 単位
使用料

町民 その他

大島斎場

火葬場

12歳以上 １体につき １０，０００円 ３０，０００円

12歳未満 １体につき ８，０００円 ２４，０００円

死産児 １胎につき ２，５００円 ７，５００円

胞衣又は人体の一部 １件につき １，０００円 ３，０００円

通　夜
午後５時から翌日の午前９時まで １０，５００円 ３１，５００円

超過使用料 １時間につき １，０５０円 ３，１５０円

葬儀場
3時間まで １回につき ２１，０００円 ６３，０００円

超過使用料 １時間につき ５，２５０円 １５，７５０円

霊安室
１日２４時間 一体につき ３，１５０円 ９，４５０円

超過使用料 １時間につき １，０５０円 ３，１５０円

　冷暖房使用料 実費を超えない範囲で別に定める。

橘斎場

火葬場

12歳以上 １体につき １０，０００円 ３０，０００円

12歳未満 １体につき ８，０００円 ２４，０００円

死産児 １胎につき ２，５００円 ７，５００円

胞衣又は人体の一部 １件につき １，０００円 ３，０００円

通　夜
午後５時から翌日の午前９時まで １０，５００円 ３１，５００円

超過使用料 １時間につき １，０５０円 ３，１５０円

　冷暖房使用料 実費を超えない範囲で別に定める。

久賀火葬場 火葬場

12歳以上 １体につき １０，０００円 ３０，０００円

12歳未満 １体につき ８，０００円 ２４，０００円

死産児 １胎につき ２，５００円 ７，５００円

胞衣又は人体の一部 １件につき １，０００円 ３，０００円

　

平
成
17
年
・
平
成
18
年
度
事
業
で

建
設
し
て
い
ま
し
た
大
島
斎
場
が
、

大
字
西
三
蒲
字
崩
田
へ
2
月
末
に
完

成
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
し
く
建
設
さ
れ
た
大
島
斎
場
は
、

近
年
の
生
活
環
境
の
変
化
に
伴
い
、

住
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
施
設
の
一

つ
と
し
て
、
多
く
の
住
民
の
皆
様
か

ら
そ
の
建
設
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
た

施
設
で
す
。
ま
た
、
本
施
設
は
、
豊

か
な
自
然
環
境
の
も
と
、
静
か
で
、

明
る
い
、
清
潔
な
雰
囲
気
の
中
で
、

通
夜
、
火
葬
、
葬
儀
が
で
き
る
施
設

と
し
て
整
備
し
た
も
の
で
す
。

　

大
島
斎
場
は
、
平
成
19
年
４
月
１

日
か
ら
供
用
開
始
と
な
り
、
こ
れ
に

伴
い
大
島
火
葬
場
は
、
平
成
19
年
３

月
末
を
も
っ
て
休
止
と
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
、
各
火
葬
場
お
よ
び

斎
場
の
使
用
料
は
異
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
統
一
し
て
別
表
の
と
お
り
と

し
、
希
望
の
施
設
を
使
用
で
き
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

生
活
衛
生
課
☎
７
８
‐
１
１
１
３

１　

町
民
と
は
、
死
亡
者
ま
た
は
使
用
者
が
本
町
に
住
所
を
有
す
る
者
と
し
、
そ
の
他
と
は
、
町
民
以
外

の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
町
外
に
所
在
す
る
福
祉
施
設
に
住
所
を
有
す
る
死
亡
者
の
う
ち
、
本
町
よ
り

入
所
し
た
者
は
町
民
と
み
な
す
。

２　

使
用
時
間
を
延
長
す
る
場
合
は
、
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間
は
１
時
間

と
し
て
計
算
す
る
。

◆
斎
場
・
火
葬
場
使
用
料

大
島
斎
場
完
成


